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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】セル電池の組立てが簡潔便利に行なえ、組立て
効率を改善して、同時に、製造コストを低減できる電池
組み立てフレームを提供する。
【解決手段】収容空間１４を有し、電池１１を挿入する
中空の殻体１２からなる。中空殻体の相対する両側辺縁
に、凸部１６と凹溝１８を有する。同じ構造を有する複
数の中空殻体を互いに直列接続し、且つ、中空殻体の下
端四隅に固定素子を有して、電池組み立てフレーム１０
を回路板上に固定する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　電池フレームユニットであって、
　電池を挿入可能な収容空間を有し、相対する両側辺縁に凸部と凹溝を有し、下端四隅に
電池の位置決め用の固定素子を有する中空殻体からなることを特徴とする、
　電池フレームユニット。
【請求項２】
　前記中空殻体に凸部と凹溝とを射出成型により一体に形成したことを特徴とする、請求
項１に記載の電池フレームユニット。
【請求項３】
　前記収容空間は挿入する電池のサイズ、または電池の断面形状に適合し、円形、四角形
、三角形、或いは、多辺形であることを特徴とする、請求項１に記載の電池フレームユニ
ット。
【請求項４】
　前記中空殻体の相対する両側辺縁には水平または垂直方向に向けて前記凸部と凹溝が形
成されることを特徴とする、請求項１に記載の電池フレームユニット。
【請求項５】
　前記凸部と凹溝は、前記中空殻体の上下二端に沿って延伸して形成されていることを特
徴とする、請求項１に記載の電池フレームユニット。
【請求項６】
　前記固定素子は相対する小型の定位片で構成され、前記定位片は少なくとも一つの定位
孔を有することを特徴とする、請求項１に記載の電池フレームユニット。
【請求項７】
　前記定位孔に鞘を挿入して、前記中空殻体をプリント回路板に固定することを特徴とす
る、請求項６に記載の電池フレームユニット。
【請求項８】
　更に、少なくとも一つの接続殻体を有し、前記接続殻体は同一構造を有し、複数の電池
組み立てフレームは前記中空殻体の前記凸部と凹溝により互いに接続することを特徴とす
る、請求項１に記載の電池フレームユニット。
【請求項９】
　前記中空殻体はアクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリ塩化ビニル（Ｐ
ＶＣ）、アクリロニトリルブタジエンスチレンとポリ塩化ビニルの混合体（ＡＢＳ＋ＰＶ
Ｃ）、或いは、ナイロン等の非導電材質からなることを特徴とする、請求項１に記載の電
池フレームユニット。
【請求項１０】
　前記中空殻体の上端は凸柱を設置し、電池保護素子を設置することを特徴とする、請求
項１に記載の電池フレームユニット。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は電池組み立てフレームに関し、特に、セル電池の使用数量を弾性的に調整して
、直列と並列功能を発揮し、組み立てが便利で、配置が容易、電池の応用範囲を増加させ
る電池組み立てフレームに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　リチウム電池は高エネルギー、高充放電効率、使用寿命が長い等の長所があり、現在、
携帯式電子製品に幅広く使用されている。
　近年、市場のニーズにより、例えば、大電流の放電能力と安全性等、リチウム電池の製
品技術は大きく向上した。
　現在、電池は中大型化の技術と製品に発展し、主な潜在市場は、車両用電池（電動車を
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主とする）、産業機械（電動ツール）とエネルギー貯蔵設備（ノート型パソコン電源）等
であるが、自転車や小型電動バイク等の軽量電動車の発展にとって、充電環境と電池の性
能面で多くの克服すべき課題がある。
【０００３】
　現在、大電流を消耗する軽量の電動車等の装置は、２個の１２Ｖのバッテリーを基本電
源供給ユニットとし、高電圧が必要な時は、２個のユニットを直列にし、一般には、直列
の２４Ｖシステムを主とする。
　この種の構造の長所は、価格がその他の電池よりはるかに安いことである。
　しかし、この種のシステムは、以下のような欠点がある。
　例えば、１個のバッテリー自身の体積サイズが大きいため、バッテリーを設置するため
に大きな空間を必要として空間の利用効果が悪い。
　２個のユニットを直列にしたときには、更に多くの置放空間を必要とし、車体設計が弾
性的ではなくなる。
　また鉛酸電池の重量は非常に重く、モーターの作動効率を間接的に低下させるだけでな
く、電池の耐久性をも減少させ、さらに充電に時間がかかる等の欠点がある。
　更に、直列のリチウム電池モジュールにとって、セル電池の数量が増加するので、電池
を組み立てるモジュールや殻体のコストも増加し、金型の開発コストを上昇させる。
　更に、電池組み立てモジュールは、外力の衝突や振動により内部のセル電池間の衝突や
分散する問題や、セル電池間の発熱の問題を解決する必要がある。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　本考案の目的は、セル電池の組み立てが更に簡潔、便利で、組み立て時間を減少できて
、組み立て効率を増加し、且つ、同時に、金型開発を省略して製造コストを低減できる電
池組み立てフレームを提供することにある。
【０００５】
　本考案のもう一つの目的は、同じ構造である中空殻体の接続により、電池数量を弾性的
に調整できて無制限の拡充効果を達成できる電池組み立てフレームを提供することにある
。
【０００６】
　更に本考案のもう一つの目的は、セル電池の組立工程が更に簡単で、信頼性が高く、セ
ル電池間の衝突や分散を克服し、同時に、セル電池間の熱量を隔絶し、電源モジュールの
安全と安定性を増加できる電池組み立てフレームを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案に係る電池組み立てフレームは、中空の殻体を有し、中空の殻体内に収容空間を
有し、電池を挿入する。中空殻体の両側辺縁に、凸部と凹溝を有する。中空殻体の下端四
隅に、固定片と定位孔を有する。これにより、セル電池底部を本考案の電池組み立てフレ
ームに挿入する時、同じ電池組み立てフレームをセル電池の頂部に設置して、本考案の組
み立てを完成する。中空殻体とセル電池の組み立ては、スリーブを使用し、電池組み立て
フレームは、更に、安定性がある。完成した電池組み立てフレームは、中空殻体側辺縁に
設置された凸部と凹溝の相互の嵌合により、電池組み立てフレームの接続を完成する。
【考案の効果】
【０００８】
　本考案の電池組み立てフレーム構造により、セル電池の数量が弾性的に調整でき、必要
な電圧、容量の電池モジュールに直列、並列し、異なる電力消耗システムの要求に符合さ
せ、組み立ては簡潔で便利なだけでなく、同時に、金型、部品コスト、組み立てコストを
減少させ、経済効果を大幅に向上させる。
【考案を実施するための最良の形態】
【０００９】
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　図１Ａ、１Ｂ、図２に本考案に係る二個のセル電池を挿入した実施例を示す。
　本考案はリチウムポリマー電池に応用した組み立てフレームについて説明する。
　本考案の電池組み立てフレーム１０は、中空殻体１２を有する。
　中空殻体１２はその内部にセル電池１１を挿入するための収容空間１４を有する。
　収容空間１４は、挿入するセル電池１１のサイズと形状に合わせてある。
　図面ではセル電池１１が円筒形電池の場合を例示する。
　中空殻体１２の両側辺縁には、凸部１６と凹溝１８を有する。
　一対の凸部１６と凹溝１８は相対して中空殻体１２の両側（図２の左右両側）にそれぞ
れ設置される。
　即ち、中空殻体１２の一側辺に凸部１６と凹溝１８を有し、相対するもう一側辺に、凹
溝１８と凸部１６を設ける。
　中空殻体１２と凸部１６と凹溝１８は一体射出成型により一体に形成される。
　更に、凸部１６と凹溝１８は水平、或いは、垂直方向で、中空殻体１２の両側辺縁に設
置される（図では垂直である）。
　中空殻体１２の下端四隅には小型の定位片２１と定位片２１上の定位孔２２で構成され
、セル電池１１を位置決めするための固定素子２０が設置してある。
　中空殻体１２は、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）、ポリ塩化ビニル（
ＰＶＣ）、アクリロニトリルブタジエンスチレン（ＡＢＳ）とポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）
の混合体、或いは、ナイロン等の非導電材質からなる。
【００１０】
　図３を参照して、電池組み立てフレーム１０の組み立て方法について説明すると、セル
電池１１上下端が定位片２１に抵接するまでセル電池１１を中空殻体１２の収容空間１４
内に挿入するだけで組み立てが完成する。
【００１１】
　図４Ａ、４Ｂ、図５は中空殻体１２にスリーブ２６を組み合わせ、中空殻体１２，１２
間にスリーブ２６を介装した電池組み立てフレームの他の形態を示す。
　スリーブ２６は、中空殻体１２の収容空間１４の数量とセル電池１１のサイズ、或いは
、形状に適合するように両端を開放した筒体として形成される。
　スリーブ２６はＡＢＳ、ＰＶＣ、ＡＢＳ＋ＰＶＣ、或いは、ナイロン等の非導電材質か
らなる。
【００１２】
　スリーブ２６を中空殻体１２に結合するのは、電池組み立てフレーム１０の組み立ての
安定性を強化するとともに、セル電池１１間の隔熱性を強化するためである。
　図４Ａに示すように、中空殻体１２の上端には中空殻体１２と一体射出成型により凸柱
２４を一体成型して設置する。
　図４Ｂに示すように、スリーブ２６上下端の相対位置には固定孔２８を形成する。
　固定孔２８は中空殻体１２上端の凸柱２４に対応した位置に形成する。
　固定孔２８に凸柱２４を貫挿することにより、スリーブ２６と中空殻体１２を相互に連
結して固定することができる。
　スリーブ２６と中空殻体１２に対し、固定孔と凸柱を既述した逆の組合せで形成しても
よい。
【００１３】
　中空殻体１２、スリーブ２６にセル電池１１を結合した形態を図６に示す。
　スリーブ２６を介して中空殻体１２にセル電池１１を挿入することで、セル電池１１と
電池組み立てフレームの安定性が増すだけでなく、隣り合うセル電池１１間をスリーブ２
６が絶縁するので隔熱性が強化される。
【００１４】
　続いて図７～図１０に、３個のセル電池１１を挿入した第二実施例を示す。
　本実施例に係る電池組み立てフレーム１０は、第一実施例と技術特徴および組み立て工
程はほぼ同じであるが、本実施例においては中空殻体１２１が３個のセル電池１１を収容
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できるように三つの収容空間１４を有していて、電池組み立てフレーム１０の弾力的な運
用性を増加させている点が異なる。
　また図８～図１０に示すように本実施例においても、中空殻体１２１にスリーブ２６１
を組み合わせることで、既述した第一実施例と同じ目的を達成することができる。
【００１５】
　本考案の電池組み立てフレーム１０の二種の組み立て実施例は、どちらも、中空殻体１
２の両側辺縁に設置した凸部１６と凹溝１８しにより、複数の中空殻体１２を接続するこ
とが可能である。
　図１１は、本考案の第一実施例の接続状態を示す図である。
　まず、完成した電池組み立てフレーム１０は、フレーム上下端の中空殻体１２一側辺上
の凸部１６と凹溝１８により、垂直方向で、もう一つの完成した電池組み立てフレーム１
０上下端の中空殻体１２のもう一側辺上の凹溝１８と凸部１６に滑入して、この二個の電
池組み合わせフレーム１０を相互に嵌合して、電池組み立てフレーム２０を完成する直前
の形態を示す。
　図１２に示すように、中空殻体１２の各側辺に凸部１６と凹溝１８が設置されているの
で、複数組の中空殻体１２を横列結合するにあたり、中空殻体１２間の接続方向と接続数
量に制限は特にない。
【００１６】
　また図１３、図１４は、３個のセル電池１１を収容できるように三つの収容空間１４を
有する中空殻体１２１とスリーブ２６を組み合わせた第二実施例を適用して複数組の中空
殻体１２を横列結合した形態を示すが、組立工程と組立方式組立構造は既述したものと同
じであるから、同一部位の符号と組み立ての詳しい工程の説明を省略する。
【００１７】
　図１５，１６は複数本のセル電池１１を組み付けて完成した電池組み立てフレーム１０
の各中空殻体１２の上下端に、それぞれ、金属導片３０、３１（例えば、ニッケル片）を
設置した形態を示す。
　金属導片３０、３１は、それぞれ、セル電池１１の正極端と負極端に接触する導電材で
あり、この部分は点溶接で固定し、セル電池１１との間に電気的な接続状態を形成する。
　最後に、更に、ねじ３２と鞘３４を用いて固定板（プリント回路板）３６を複数組の電
池組み立てフレーム１０に固定して、図１６に示すような電池組み立てフレーム１０を完
成する。
【００１８】
　以上説明したように、本考案の電池組み立てフレームは、単一の殻体により、セル電池
の組み立てが更に好ましい便利性を発揮するとともに、弾力的な配置使用を可能として、
組み立て効率を改善し、同時に、製造コストを低減して経済効果を増加させることができ
る。
【００１９】
　本考案では好ましい実施例について説明したが、これらの記載は本考案を限定するもの
ではなく、当業者が適宜行なう本考案の精神と領域を脱しない範囲内での各種の変更や置
換を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１Ａ】本考案の構造立体図である。
【図１Ｂ】本考案の構造立体図である。
【図２】本考案の第一実施例の分解図である。
【図３】本考案の第一実施例の組み立て立体図である。
【図４Ａ】本考案の第一実施例のスリーブ構造の立体図である。
【図４Ｂ】本考案の第一実施例のスリーブ構造の立体図である。
【図５】本考案の第一実施例のスリーブを装着する分解図である。
【図６】本考案の第一実施例とスリーブの組み立て立体図である。
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【図７】本考案の第二実施例の組み立て分解図である。
【図８】本考案の第二実施例の組み立て立体図である。
【図９】本考案の第二実施例のスリーブを装着する分解図である。
【図１０】本考案の第二実施例とスリーブの組み立て立体図である。
【図１１】本考案の第一実施例の分解図である。
【図１２】本考案の第一実施例の立体図である。
【図１３】本考案の第二実施例の立体図である。
【図１４】本考案の第二実施例の立体図である。
【図１５】本考案の第二実施例の分解図である。
【図１６】本考案の第二実施例の立体図である。
【符号の説明】
【００２１】
１０　電池組み立てフレーム
１１　セル電池
１２、１２１　中空殻体
１４　収容空間
１６　凸部
１８　凹溝
２０　固定素子
２１　定位片
２２　定位孔
２４　凸柱
２６、２６１　スリーブ
２８　固定孔
３０、３１　金属導片
３２　ねじ
３４　鞘
３６　固定板
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【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２】 【図３】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月23日(2008.6.23)
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